
 

 

 

 

 

 

 

ＥＴＣマイレージカード交換期限について         2023/03 

現在ご利用いただいております、ETCマイレージカードの期限が、２０
２3年３月と近づいております。カードの交換期限に伴い、令和４年 9
月以降に「追加発行」するカードにつきましては、以下の点にご注意く
ださいますようお願いいたします。 
① 令和４年９月以降追加発行のカードは、有効期限２８年０３月に変

わり、すぐにご利用できます。有効期限が更新されておりますの
で、２０２3年３月のカード交換時には、交換カードが発行されま
せん。有効期限２8年０３月をご確認いただき、ご利用をお願いい
たします。 
【マイレージカード】 

    
 
 
 
 
 

 
          

 
 
 
 
 

新総代の決定         ２０２２年１１月～２０２５年１０月迄 

前総代の方々には３年に渡り、大変お世話になりありがとうございま

した。 

２０２２年１１月～２０２５年１０月迄の新たな総代が決まりました。 

先日、「MONTHLY SETOUCHI号外」でお知らせしました総代選挙

立候補について、各ブロックとも立候補者の数が定数と同数であった

為、総代選挙規約に基づき下記の組合員様が全員無投票当選となり

ましたので、ご報告致します。                    ※５０音順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

岩槻ＩＣ⇔佐野藤岡ＩＣ  最高速度規制 120キロ 

最高速度が時速８０キロとなっている大型貨物自動車/

特定中型貨物自動車/トレーラー/大型特殊自動車/三輪

自動車は従来通り変更ありませんが、現在の最高速度規

制 120キロ区間東北自動車道の花巻南 IC～盛岡南

IC間/新東名高速の新静岡 IC～森掛川 IC間/新東名

御殿場 JCT～浜松いなさ JCTに加え、岩槻 IC～佐野

藤岡 ICも 10月 12日より適用されました。120km

で走行しなければいけないという義務はありません。周

囲の状況を確認しながら安全運転でお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労基情報～10月は年次有給休暇取得促進期間です～ 

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられ

た権利です。  

正社員、パートタイム労働者、アルバイトなどの区分に

関係なく、以下の要件を満たした全ての労働者に、年次

有給休暇は付与されます。 

1.半年間継続して雇われている 

2.全労働日の８割以上を出勤している 

労働基準法の改正により、平成 31 年 4 月より、使用

者は、法定の年休日数が10日以上の全ての労働者に対

し、毎年５日間、年次有給休暇を確実に取得させること

が義務となりました。これは、同僚への気兼ねや年休を

請求することへのためらい等の理由により、年次有給休

暇の取得率が低い現状が背景にあります。  

注意していただきたいのは、「毎年５日間、年次有給休

暇を取得すればいい」ということではありません。 付与

された年次有給休暇は本来、すべて取得されるべきも

のです。土日や休日に年次有給休暇を組み合わせて連

続休暇にする「プラスワン休暇」の実施や年次有給休暇

の計画的付与制度の導入等により、より多くの年次有給

休暇を取得しましょう。 

※年次有給休暇取得 

促進特設サイトはこちら 

 

     

 

 

【雑感】当組合では、9 月よりアルコール検知器を使用し、

試験的ではありますが、運用を始めております。たばこ

やマウスウォッシュ後には、僅かに数値の反応があるの

で、かなり高性能だと関心しております。アルコールの事

故が無くなりますように。 

MONTHLY  

SETOUCHI 

 

 

 

２０２２年１０月１８日発行 

 

 

 

お問い合わせは 

最寄りの労働基準監督署まで 

 

 

こちらをご確認ください。 

有効期限の変更（西暦表示） 

0３月 2３年→03月 28年 

カード番号 

組合員名 


